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○中山間地域等において、将来にわたって地域住民が暮らし続けることができるよう、必要な生活
サービスの維持・確保や地域における仕事・収入を確保し、将来にわたって継続できるような「小さ
な拠点」の形成（集落生活圏を維持するための生活サービス機能の集約・確保と集落生活圏内外
との交通ネットワーク化）が必要。

○あわせて、地域住民自らによる主体的な地域の将来プランの策定とともに、地域課題の解決に向
けた多機能型の取組を持続的に行うための組織（地域運営組織）の形成が必要。

○2024年度までに小さな拠点を全国で1,800箇所（2021年度：1,408箇所）形成し、うち地域運営組織
が形成されている比率を90％（2021年度：85％）とすることを目指す。
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全国における小さな拠点・地域運営組織の形成状況

出典：令和28年度～令和３年度小さな拠点の形成に関する実態調査（内閣府地方創生推進事務局）、
令和元年度地域運営組織の活動状況におけるアンケート調査結果（総務省地域力創造グループ地域振興室）、
平成28年度～平成30年度、令和２年度地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書（総務省地域力創造グループ地域振興室）、
過疎地域市町村等一覧（令和3年4月1現在）（総務省HP）を基に内閣官房作成

【形成数】
小さな拠点

2024年

目標：1,800

【形成されている市町村数】

地域運営組織
【形成数】

2024年

目標：7,000

（39％）（35％）

過疎関係市町村※（820） 非過疎市町村（921） 合計（1,741）

小さな拠点
市町村数 267

（過疎関係市町村の33％）

98
（非過疎市町村の11％）

365
（全市町村の21％）

形成数 1,158 250 1,408

地域運営組織
市町村数 398

（過疎関係市町村の49％）

404
（非過疎市町村の44％）

802
（全市町村の46％）

形成数 2,714 3,069 5,783

※過疎関係市町村…過疎地域自立促進特別措置法第２条第１項（全域過疎）、第３３条第２項（一部過疎）、第３３条第１項（みなし過疎）で規定された市町村（令和３年４月時点）

カッコ内は全市町村数に占める割合
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【形成されている市町村数】カッコ内は全市町村数に占める割合
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小さな拠点づくりに関する実態（内閣府調査）

■ 地域運営組織の有無

▐ 小さな拠点の現況 ▐ 小さな拠点における地域運営組織の現況
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○回答のあった市町村のうち、約３３％にあたる５７４市町村において小さな拠点が形成
○そのうち、市町村版総合戦略に位置付けて取組を進めている市町村は３６５市町村（約２１％）あり、
全国で１，４０８箇所（２０２０年度：１，２６７箇所）の小さな拠点が形成

○ １，４０８箇所のうち、８５％の箇所で地域運営組織が形成され、地域の課題解決に取り組む

（市町村版総合戦略に位置付けのある小さな拠点1,408箇所について集計）

▐ 都道府県別の小さな拠点の形成状況
（市町村版総合戦略に位置付けのある小さな拠点1,408箇所の内訳）

出典：内閣府「令和３年度小さな拠点の形成に関する実態調査」（令和３年１２月） https://www.cao.go.jp/regional_management/about/chousa/2021/index.html

なし 209 （15％）

回答市町村数：1,718市町村（回答率100％）

（62%）

（3%）

（12%）

（21%）

小さな拠点が既に形成されている市町村数
（市町村版総合戦略への位置付け無）

小さな拠点が既に形成されている市町村数
（市町村版総合戦略への位置付け有）

小さな拠点の形成を予定している市町村数
（市町村版総合戦略への位置付け有）

小さな拠点が形成されていない市町村数

小さな拠点の形成を予定している市町村数
（市町村版総合戦略への位置付け無）（2%）

あり 1,199 （85％）
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コミュニティ機能が低下し、様々な問題が拡大

○ 集落の小規模・高齢化が進むにつれ、集落での生活や生産活動、さらには、従来から
行われてきたコミュニティの共同活動の継続が困難な状況が拡大してきている。
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集会所・公民館等の維持が困難

道路・農道・橋梁の維持が困難

小学校等の維持が困難

住宅の荒廃（老朽家屋の増加）

耕作放棄地の増大

不在村者有林の増大

働き口の減少

森林の荒廃

土砂災害の発生

獣害・病虫害の発生

伝統的祭事の衰退

地域の伝統的生活文化の衰退

伝統芸能の衰退

棚田や段々畑等の農山村景観の荒廃

ごみの不法投棄の増加

冠婚葬祭等の日常生活扶助機能の低下

空き家の増加

公共交通の利便性の低下

商店・スーパー等の閉鎖

医療提供体制の弱体化

集落としての一体感や連帯意識の低下

運動会や収穫祭など集落・地区で行ってきた行事の減少

住民による地域づくり活動の停滞・減少
(%)

■多くの集落で発生している主な問題

出典：「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査」（令和２年３月国土交通省、総務省）
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk3_000010.html 4

生活基盤

産業基盤

自然環境
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地域文化

住民生活

集落機能
・交流

多くの集落で発生している問題として市町村が挙げたものについて集計
（回答市町村数：1,045市町村、複数回答可）



小さな拠点・地域運営組織の形成に向けた地域支援

中山間地域をはじめとして、安心して暮らし続けられる地域の維持
住民の「生活の質」の維持・向上

2024年度までに全国で、
・「小さな拠点」を1,800箇所（2021年度 1,408箇所） 形成
・うち、地域運営組織が形成されている比率を90%（2021年度 85%）とすることを目指す。

情報支援 ～取組効果の見える化、優良事例の横展開～ 人材支援 ～担い手となる人材の育成を図る～

・「小さな拠点」づくりの手引きの発行
・地域運営組織の法人化促進ガイドブックの発行
・小さな拠点情報サイトの開設・運営
・地方創生事例集（小さな拠点・地域運営組織版）の作成

など

・全国フォーラム、地域セミナーの開催
・都道府県と連携したオンライン説明会の開催
・地方創生カレッジ等を活用した人材の育成

など

【主な地方財政措置】

・地域運営組織の持続的な運営に必要な費用等に対する地
方交付税措置

・集落支援員の設置に要する経費、集落点検の実施や集落
のあり方についての話し合い等に要する経費に対して特別
交付税を措置
【税制】
・平成28年度より、小さな拠点形成に資する事業を行う株式
会社への出資に対する税制優遇を創設

5

財政支援 ～各省予算や地方財政措置、税制措置により総合的に支援～

各省予算や地方財政措置、税制措置等により総合的に支援

【主な予算措置】（令和４年度予算案）
・［内閣府］地方創生推進交付金（1,000億円）

特定地域づくり事業推進交付金（５億円）
・［総務省］過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業（4億円）
・［国交省］「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成
推進事業（0.16億円）
・［農水省］農山漁村振興交付金（97.5億円）



中山間地域等で、雇用創出や生活サービスの提供の場となる小さな拠点の形成に資する株式会社に対する
出資について、税制上の優遇措置を講じることにより、地域運営組織の法人化を促進する。
（これまでの税制適用実績は３件。本措置に関わる地域再生計画の認定は６件。）

生活サービス等の提供・地域の就業機会の創出

小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する特例措置の延長

【個人出資者】
（地域住民・地域外の支援者など）

出資

寄附金控除の対象

「対象企業への出資額－2,000円」を
その年の総所得額から控除

【制度概要】
株式会社による小さな拠点形成事業の実施

(株)豊かな丘（長野県豊丘村）
平成30年3月、8月出資

産直市場の運営

スーパーの運営

(株)SD-WORLD（山口県長門市）
令和2年4月出資

ジビエ料理の提供

ゲストハウスの運営

地域住民の参画

雇用・生活サービス

・対象地域： 中山間地域等の集落生活圏（都市計画法における市街化区域・用途地域以外の農用地を含むエリア）
・会社要件： 中小企業、専ら小さな拠点形成事業を行う会社、設立10年未満、常時雇用者2人以上等

【背景・目的】

(株)地域商社おがの（埼玉県小鹿野町）
令和4年度出資予定

道の駅の運営

宿泊施設の運営

※ 適用期限：令和６年３月３１日まで（２年間延長） 6



「小さな拠点」づくり 全国フォーラム
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・令和3年度「小さな拠点」づくり全国フォーラムを1月14日（金）にオンラインで開催

・参加申込 273名 （参加アカウント数 316）

・当日の講演の様子はHPにて公開予定
（https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/index.html）

１. 基調講演
「共助のススメ」
株式会社イミカ代表取締役 原田博一 氏

２. 事例紹介と解析
〈事例解析：明治大学 小田切徳美氏／株式会社イミカ 原田博一氏〉

①持続可能な地域運営組織の経営
道の駅南信州とよおかマルシェ（長野県豊丘村）岡田敬 氏

②県の視点から見た、地域の多様な取組
高知県中山間振興・交通部中山間地域対策課 岡野太朗 氏

３. パネルディスカッション

明治大学農学部教授 小田切徳美 氏

株式会社イミカ代表取締役 原田博一 氏

道の駅南信州とよおかマルシェ（長野県豊丘村） 岡田敬 氏

高知県中山間振興・交通部中山間地域対策課 岡野太朗 氏

当日の概要
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具体的な取組 「小さな拠点」づくり事例集 ～取組概要と形成プロセス～

各地域が時間をかけて発展させてきた「小さな拠点」や「地域運営組織」の形成プロセスについて、よ
り一層の理解を深められるよう、各地区の事例について、その取組概要とともに、取組を始めたきっか
けや取組が発展していく過程などをいくつかのステップに分解し、一連のプロセスとして整理。

見開き２ページ構成 1ページ目：事例の概要

２ページ目：形成プロセス

【掲載事例：２０地区】
店っこくちない（岩手県北上市）、ひっぽのお店ふでいち（宮城県丸森町）、吉島地区交流セン
ター（山形県川西町）、瀬替えの郷せんだ（新潟県十日町市）、南信州とよおかマルシェ（長野県
豊丘村）、くんま水車の里（静岡県浜松市）、コミュニティうきさと みんなの店（三重県松阪市）、
奥永源寺渓流の里（滋賀県東近江市）、ムラの駅 たなせん（京都府南丹市）、村営ふれあい
マーケット長谷店（兵庫県神河町）、川上村ふれあいセンター（奈良県川上村）、東西町コミュニ
ティセンター（鳥取県南部町）、はたマーケット（島根県雲南市）、あば商店（岡山県津山市）、き
らめき広場哲西（岡山県新見市）、川西郷の駅いつわの里（広島県三次市）、ほほえみの郷トイ
トイ（山口県山口市）、農村交流施設森の巣箱（高知県津野町）、集落活動センター（高知県梼
原町）、宇佐市地域交流ステーション（大分県宇佐市）

平成３１年３月 発行

※取組テーマごとに事例を掲載した事例集第2弾を作成予定


